
令和７年度 岩手県県営建設工事入札契約適正化委員会 

苦情調査審議部会 

 

 

日 時：令和８年１月 21 日（水）委員会終了後 

場 所：トーサイクラシックホール岩手 第２会議室 

 

 

次       第 

 

１ 開 会 

 

２ 議 事 

(1) 部会長の互選について 

(2) 職務代理者の指名について 

 

３ 苦情調査審議部会について 

 

４ 閉 会 

 

 

 

【配布資料】 

資料№１ 委員名簿 

資料№２ 岩手県県営建設工事入札契約適正化委員会について（概要） 

資料№３ 過去の苦情調査審議部会の開催状況について 

 



 

岩手県県営建設工事入札契約適正化委員会委員名簿 

 

（五十音順：敬称略） 

氏 名 役 職 等 
苦 情 調 査 

審 議 部 会 

談合等調査 

審 議 部 会 
備考 

菊池 祐美 
いわぎんリサーチ＆コンサルティング(株) 

 コンサルタント 
（予備委員） 部会委員  

田代 純一 
日本公認会計士協会東北会岩手県会 

 公認会計士 
 部会委員 

職 務 

代理者 

松林 由里子 
岩手大学理工学部 

 准教授 
部会委員 （予備委員）  

望月 敦允 
岩手弁護士会 

 弁護士 
－ － 委員長 

役重 眞喜子 
岩手県立大学総合政策学部 

 准教授 
部会委員   

吉田 敏恵 
岩手県生活協同組合連合会 

 専務理事 
（予備委員） 部会委員  

雷  哲也 
一般社団法人岩手県建築士会 

 理事 
部会委員 （予備委員）  

 



岩手県県営建設工事入札契約適正化委員会について（概要） 

 

１ 設置根拠 

岩手県附属機関条例（令和５年岩手県条例第４号） 

 

２ 所掌事項 

知事の諮問に応じ県営建設工事（県が発注する建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第２条第

１項に規定する建設工事をいう。以下この項において同じ。）の入札及び契約に関する制度の運

用状況及び改善に関することその他の県営建設工事の入札及び契約に関する重要事項について

調査審議し、並びに当該重要事項について知事に意見を述べること。 

 

県営建設工事入札契約適正化委員会  

監視的 

機 能 
・入札、契約制度の運用状況 

答申的 

機 能 
・入札、契約制度改善 

調査的 

機 能 

・再苦情の調査審議 

・談合等不正行為の調査審議 

 

 

３ 組織及び会議 

岩手県県営建設工事入札契約適正化委員会（８人以内 任期２年） 

○委員長（互選） 

○委員長代理（委員長があらかじめ指名） 

※会議（委員長が招集） 

・定例会議（原則年２回 ７月・12 月頃） 

・臨時会議 

 

① 発注状況報告及び抽出案件審議 

② 入札契約制度改善について審議 

※関係者の出席を求め意見若しくは説明、又は必要な書類の提出を求めることができる。 

 

 

苦情調査審議部会（３人 委員長が指名）   談合等調査審議部会（３人 委員長が指名） 

○部会長（互選） 

○部会長代理（部会長があらかじめ指名） 

 ○部会長（互選） 

○部会長代理（部会長があらかじめ指名） 

※随時開催（部会長が招集） 

部会の議決をもって委員会の議決とできる。 

 ※随時開催（部会長が招集） 

部会の議決をもって委員会の議決とできる。 

※関係者の出席を求め意見若しくは説明、又は

必要な書類の提出を求めることができる。 

 ※関係者の出席を求め意見若しくは説明、又は

必要な書類の提出を求めることができる。 

 

 

 

岩 

 

 

手 

 

 

県 

発注状況等報告及び抽出案件の 
審議依頼 

基本的方針の審議依頼 
県の改善案の審議依頼（結果報告） 

談合情報調査結果の審議依頼 
再苦情の審議依頼 

県の調査（対応）が妥当か審議 
必要に応じて独自調査・意見報告 

県の改善案に対する答申 

入札・契約事務のチェック 


